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令和8年陸別町議会３月定例会会議録（第２号） 

招 集 の 場 所 陸 別 町 役 場 議 場

開 閉 会 日 時 開会 令和８年３月11日　午前10時00分 議　長  久　保　広　幸

及 び 宣 告 散会 令和８年３月11日　午後１時34分 議　長  久　保　広　幸

      応（不応）招議 議席 出席等 議席 出席等
      員 及 び 出 席 並 氏　　名 氏　　名

び に 欠 席 議 員 番号 の　別 番号 の　別

 出席　　　７人 １ 濱 田 正 志 ○

 欠席　　　０人 ２ 三 輪 隼 平 ○

 凡例 ３ 渡 辺 三 義 ○

 ○ 出席を示す ４ 工 藤 哲 男 ○

 ▲ 欠席を示す ５ 中 村 佳 代 子 ○

 × 不応招を示す ６ 谷 　 郁 司 ○

 ▲○ 公務欠席を示す  ８ 久 保 広 幸 ○

会議録署名議員 　　濱 田 正 志 　　三 輪 隼 平

職務のため議場に 事務局長 主査 
出席した者の職氏名 　　　　　　　　請　川　義　浩 　　　　　　　　竹　島　美登里

法第１２１条の規定 町　　　　　長 本　田　　　学 教　　育　　長 有　田　勝　彦

により出席した者の 監 査 委 員 村 本 和 弘 農 業 委 員 会 長 佐 藤 直 人

職氏名　　　　　

町長の委任を受けて 副 町 長 今　村　保　広 会 計 管 理 者 庄 野 勝 政

出席した者の職氏名 総 務 課 長 丹 崎 秀 幸 町 民 課 長 本 間 　 希

 産 業 振 興 課 長 菅 原 靖 志 建 設 課 長 山 崎 　 誠

 保健福祉センター次長 空 井 猛 壽 国保関寛斎診療所事務長 ( 空 井 猛 壽 )

 総 務 課 参 事 瀧 澤 　 徹 総 務 課 主 幹 清 水 　 遊

教育長の委任を受けて 教 委 次 長 瀧 澤 勇 二

出席した者の職氏名

農業委員会会長の委任を 農 委 事 務 局 長 遠 藤 克 博

受けて出席した者の職氏名

選挙管理委員会委員長の

委任を受けて出席した

者の職氏名　　　

議 事 日 程 別紙のとおり

会 議 に 付 し た 事 件 別紙のとおり

会 議 の 経 過 別紙のとおり
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◎議事日程

日程 議　案　番　号 件　　　　　　　　　　名

１ 会議録署名議員の指名

２ 議 案 第 ２ １ 号 令和８年度陸別町一般会計予算

３ 議 案 第 ２ ２ 号 令和８年度陸別町国民健康保険事業勘定特別会計予算

   令和８年度陸別町国民健康保険直営診療施設勘定特別会計
 ４ 議 案 第 ２ ３ 号
予算

５ 議 案 第 ２ ４ 号 令和８年度陸別町介護保険事業勘定特別会計予算

６ 議 案 第 ２ ５ 号 令和８年度陸別町後期高齢者医療特別会計予算

７ 議 案 第 ２ ６ 号 令和８年度陸別町簡易水道事業会計予算

８ 議 案 第 ２ ７ 号 令和８年度陸別町公共下水道事業会計予算

 

◎会議に付した事件 

 　議事日程のとおり
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 開議　午前１０時００分

○事務局（請川義浩君）　御起立願います。 

 　おはようございます。

 　お座りください。

○議長（久保広幸君）　庄野会計管理者より、午後から退席する旨、報告がありました。 

　村田産業振興課主幹、水間建設課主幹、前田保健福祉センター主幹、向井保健福祉セン

 ター主幹、大鳥居教育委員会主幹より、欠席する旨、報告がありました。

──────────────────────────────────── 

◎開議宣告 

──────────────────────────────────── 

○議長（久保広幸君）　これより、本日の会議を開きます。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１　会議録署名議員の指名 

──────────────────────────────────── 

 ○議長（久保広幸君）　日程第１　会議録署名議員の指名を行います。

 　会議録署名議員は、１番濱田議員、２番三輪議員を指名します。

──────────────────────────────────── 

◎日程第２　議案第２１号令和８年度陸別町一般会計予算 

◎日程第３　議案第２２号令和８年度陸別町国民健康保険事業勘定特 

別会計予算 

◎日程第４　議案第２３号令和８年度陸別町国民健康保険直営診療施 

設勘定特別会計予算 

◎日程第５　議案第２４号令和８年度陸別町介護保険事業勘定特別会 

計予算 

◎日程第６　議案第２５号令和８年度陸別町後期高齢者医療特別会計 

予算 

◎日程第７　議案第２６号令和８年度陸別町簡易水道事業会計予算 

◎日程第８　議案第２７号令和８年度陸別町公共下水道事業会計予算 

──────────────────────────────────── 

○議長（久保広幸君）　日程第２　議案第２１号令和８年度陸別町一般会計予算から日程

第８　議案第２７号令和８年度陸別町公共下水道事業会計予算まで、７件を一括議題とし

 ます。

 　なお、本日は、提案理由の説明までといたします。

 　提案理由の説明を求めます。

 　本田町長、登壇願います。

　町長（本田　学君）〔登壇〕　議案第２１号令和８年度陸別町一般会計予算ですが、歳
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 入歳出予算の総額を５５億１,１１０万５,０００円と定めるものであります。

　続きまして、議案第２２号令和８年度陸別町国民健康保険事業勘定特別会計予算です

 が、歳入歳出予算の総額を３億２,００８万６,０００円と定めるものであります。

　続きまして、議案第２３号令和８年度陸別町国民健康保険直営診療施設勘定特別会計予

 算ですが、歳入歳出予算の総額を３億７,６２１万１,０００円と定めるものであります。

　続きまして、議案第２４号令和８度陸別町介護保険事業勘定特別会計予算ですが、歳入

 歳出予算の総額を３億１３万１,０００円と定めるものであります。

　続きまして、議案第２５号令和８年度陸別町後期高齢者医療特別会計予算ですが、歳入

 歳出予算の総額を６,３４２万４,０００円と定めるものであります。

　続きまして、議案第２６号令和８年度陸別町簡易水道事業会計予算ですが、支出額の総

額を簡易水道事業費用合計額を１億３,５４２万円、資本的支出合計額を１億９０９万６,

 ０００円と定めるものであります。

　続きまして、議案第２７号令和８年度陸別町公共下水道事業会計予算ですが、支出額の

総額を下水道事業費用合計額１億３,６４７万８,０００円、資本的支出合計額を９,２６

 ７万８,０００円と定めるものであります。

 　以上、議案第２１号から議案第２７号まで、７件を一括提案させていただきます。

　内容につきましては、副町長に説明させたいと思いますので、御審議のほどよろしくお

 願い申し上げます。

 　議長（久保広幸君）　今村副町長。

　副町長（今村保広君）　それでは、議案第２１号から議案第２７号まで、一括して説明

 させていただきます。

 　説明に当たりまして、初めに、全会計共通の留意事項について申し上げます。

　令和７年度を前年度、令和８年度を今年度としまして、大型事業、新規事業、主要事業

を中心に説明させていただきます。また、例年と比較し、多くの費用が増額となっており

ますが、事業内容に大きな変更がなく、妥当な増額または減額である場合は、例年同様の

 計上でありますと説明させていただきます。

　人件費の関係でございますが、特別職、一般職、会計年度任用職員の人件費の資料は、

各会計の歳出の事項別明細書の次に、前年度当初予算と比較した給与費明細書をつけてご

ざいます。議案説明書、資料ナンバー６０には科目別の職員数調をつけておりますので、

 各科目ごとの説明は省略させていただきます。

　それでは、初めに、本年度予算の総括について説明しますので、議案説明書資料ナン

 バー１２、令和８年度陸別町予算総括表を御覧ください。

 　本年度予算と前年度当初予算額の比較であります。

　一般会計は５億４,８８２万８,０００円の増で、特別会計、事業会計を合わせた全会計

の合計では６億２,６５５万８,０００円の増となっています。資料にはないのですが、一

般会計の経常経費は約２８億円と、約１億５,０００万円の増となっています。臨時経
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 費、投資的経費は２７億円と、約３億９,０００万円の増となっています。

　当初予算に係る全体的な資料としましては、議案説明書資料ナンバー１３に地方交付税

の状況、資料ナンバー１４に過疎対策事業の過疎ソフトの一覧表、戻りまして、資料ナン

バー２に令和６年度末現在高から令和８年度予算計上額までの現在額を記載した基金別積

 立金の状況がございます。これらは、後ほど御覧いただきたいと思います。

 　それでは、議案書１ページを御覧ください。

 　議案第２１号令和８年度陸別町の一般会計予算は、次に定めるところによる。

 　歳入歳出予算。

　第１条第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳

 出予算」による。

 　債務負担行為。

　第２条、地方自治法第２１４条の規定により、債務を負担することができる事項、期間

 及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。

 　地方債。

　第３条、地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の

 目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」による。

 　一時借入金。

　第４条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は

 １０億円と定める。

 　歳出予算の流用。

　第５条、地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により、歳出予算の各項の経費の

 金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

　第１号、各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合

 における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

　それでは、事項別明細書、歳出から説明しますので、予算書４１ページをお開きくださ

 い。

　１款１項１目議会費５,００３万円の予算計上でありまして、前年比２５万６,０００円

の減でありますが、主な減額要因でございますが、４２ページの委託料の部分であります

 が、前年は研修会開催費用があったためであります。

　続きまして、４３ページ、２款総務費１項総務管理費１目一般管理費２億８,４５２万

７,０００円、前年比１,０２１万円の増。１節報酬につきましては、出納窓口の事務補助

です。４６ページ、８節旅費ですが、ラコーム市姉妹友好提携４０周年記念式典に招かれ

ておりまして、町長と同行職員１名の旅費を計上しております。こちらにつきましては、

資料ナンバー１６に詳細を記載しております。また、４５ページ、７節報償費５万円、こ

ちらは記念式典に持参する記念品代を計上しております。１１節役務費、広告料２２万円

は、職員募集に係る掲載料であります。４７ページ、１３節使用料及び賃借料、著作権使
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用料は、各社の新聞記事、写真等を資料として複製するための承諾使用料となります。生

成ＡＩ利用料７１万５,０００円、庁舎内で昨年から試験運用を実施し検討を重ね、その

結果を踏まえて業務への活用が期待できるということで今回使用を始めるものでありま

す。４８ページ、１８節負担金補助及び交付金、北海道自治体情報システム協議会負担金

 ６,６８５万３,０００円、こちらは資料ナンバー１５に内訳をつけてございます。

　２目文書広報費１,５７８万１,０００円、前年比４２６万円の増ですが、１節報酬、３

節職員手当等及び４節共済費は、会計年度任用職員の雇用費用を計上しております。 

 　４９ページ、３目財政管理費６８万２,０００円、予算書の印刷費であります。

　５０ページ、４目会計管理費３０２万６,０００円。こちら１０節需用費は、決算書の

印刷、出納関係帳票の印刷などであります。１１節役務費は、金融機関に係る口座振替窓

 口収納の費用などとなります。

　５目財産管理費１億９,２２５万円、前年より１億１,９７６万７,０００円の減となっ

ています。主な減額要因でございますが、工事請負費で、昨年度は大規模工事予算を計上

していたため、ルナコートのボイラー、庁舎のエレベーター、タウンホールのＬＥＤの費

用などが令和７年度はございました。この目では、主に財産管理費用ですが、庁舎、福祉

館、交流館、貸付施設、公用車、りくべつ鉄道などの維持管理や公共施設の除雪、基金管

理、テレビ中継所、光ケーブル、通信管理、タウンホールの維持費などが含まれておりま

す。５１ページ、１２節委託料、施設周辺整備の中には、りくべつ鉄道の枕木交換６０

本、危険な箇所を交換するもので、３年計画の３年目で、その金額が２７１万７,０００

円でございます。５２ページ、車両等維持委託４５３万８,０００円でありますが、鉄道

車両１両の塗装となります。５４ページ、１４節工事請負費、若葉福祉館のエアコン設置

１４８万９,０００円、ルナコートの電話インターフォン設備改修２１７万６,０００円ほ

かとなります。１７節備品購入費は、庁舎用の椅子、福祉館用テレビであります。２２節

償還金利子及び割引料２５４万１,０００円は、公用車３台分の備荒資金組合の譲渡事業

による利用であります。２４節積立金８,３１５万８,０００円の計上でありまして、各基

金の利息積立てのほか、いきいき産業基金には優良家畜事業の約定償還金２,４３２万２,

０００円が含まれております。また、森林環境譲与税基金には、譲与税の見込額４,５５

８万８,０００円が含まれています。資料ナンバー２を後ほど御覧いただきたいと思いま

 す。

　５５ページ、６目町有林野管理費３,７６９万８,０００円、前年より１,１９４万２,０

００円の減となっています。資料ナンバー１７－１及び１７－２に町有林管理事業の関係

経費を一括で載せてございます。５７ページ、１７節備品購入費１２万１,０００円、こ

 ちら森林作業用のチェーンソーです。

　７目企画費５,８９１万６,０００円、前年より５５３万４,０００円の減ですが、その

中で６０ページ、１８節負担金補助及び交付金４,９０６万３,０００円でありますが、地

域未来交付金事業負担金１００万円は、令和７年度の新しい地方経済・生活環境創生交付
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金事業負担金というものが名称変更になっております。ＵＩＪターンの新規就業支援事業

で４分の３の補助となっています。通学定期差額補助事業７０５万３,０００円、２２人

の対象者を見込んでおります。地域内交通対策事業、ハイヤー助成でございますが１,８

８６万３,０００円、前年同等の利用を見込んでおります。こちら資料ナンバー１８を後

ほど御覧ください。交付金でありますが、地域間バス利用促進事業２８９万４,０００

円、バス代の３分の２の利用助成で、１,１２４件を見込んでおります。移住交流対策事

 業７２万８,０００円は、移住を応援する会への交付金であります。

 　６１ページ、８目公平委員会費２万２,０００円、例年同様であります。

 　９目交通安全対策費１２８万５,０００円、例年同様であります。

 　１０目諸費３６０万８,０００円、こちらも例年同様の計上です。

　６２ページ、１１目交流センター管理費５,２８９万５,０００円、前年比８５９万１,

０００円の増です。６３ページの１１節役務費、講習手数料６,０００円は、危険物保安

講習の手数料であります。６４ページ、１４節工事請負費７１９万円は、ふるさと交流セ

ンター、道の駅のエアコン設置です。こちら利用者からの要望が多くありましたので、対

応するものでございます。１７節備品購入費は、消火器であります。 

　続きまして、１２目銀河の森管理費８,０４１万１,０００円。６５ページ、７節報償費

４５万円は、イベントの講演の謝礼でございます。６６ページ、１２節委託料、施設設備

等改修６０万円は、コテージの無人の鍵受け渡しシステムの導入分であります。６７ペー

ジ、１４節工事請負費、天文台のＬＥＤ改修工事分であります。６８ページ、１７節備品

 購入費は、コテージ用のストーブ４台の更新ほかであります。

　続きまして、１３目地域活性化推進費２,６９３万２,０００円の計上で、前年費１,９

７０万８,０００円の増であります。大幅な増額の要因でございますが、在任中の事業承

継推進の協力隊員のほかに、新たにバイオガスプラント運営業務、銀河の森関連業務、外

国青年（ジェット特例者）を各１名計上。また、企業委託型の協力隊員１名も１２節委託

料で計上しております。新たな企業委託型の協力隊員につきましては、資料ナンバー２０

に概要を説明してございます。６９ページ、１２節委託料、ミネラルウォーター製造２３

１万７,０００円、１万５,０００本の製造を委託しております。同じく、地域活性化事業

５５０万円、先ほど説明した企業委託型の協力隊員費用となります。１７節備品購入費、

事務用のノートパソコンほかであります。７０ページ、１８節負担金補助及び交付金、技

能講習受講料１６万２,０００円、業務に必要な大型特殊免許の取得費であります。活動

 助成金１７３万３,０００円は、協力隊員の家賃助成、赴任旅費となります。

　２項徴税費１目税務総務費２,２４９万１,０００円。増額分は主に人件費であり、その

 他は例年同様の計上であります。

　７２ページ、２目賦課徴収費９９６万３,０００円、前年比１５５万７,０００円の増。

１８節負担金として北海道自治体情報システム協議会７３８万７,０００円。こちらには

確定申告支援システム制度改正分、税初回業務のオンライン化対応に係るシステム改修費
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用などが含まれております。十勝圏複合事務組合２５万円、これは十勝の市町村税滞納生

 理機構の運営分担金です。令和８年依頼は、今のところございません。

　７３ページ、３項１目戸籍住民基本台帳費３,０１７万６,０００円。１０節需用費の印

刷製本費は、戸籍振り仮名の法改正に伴う印刷費が含まれております。７４ページ、１８

節負担金補助及び交付金、北海道自治体情報システム協議会９９７万４,０００円は、戸

 籍管理システムの利用料や保守管理料などとなります。

　７５ページ、４項選挙費１目選挙管理委員会費５２６万９,０００円、例年同様であり

 ます。

　７６ページ、２目知事道議会議員選挙費３７４万円、令和９年４月任期満了の北海道知

事・議会議員選挙に係る費用であり、令和８年度内に必要とする経費分を計上していま

 す。

　７７ページ、５項統計調査費１目指定統計調査費２９万３,０００円。令和８年度は経

 済センサスなどが予定されています。

 　７８ページ、６項１目監査委員費２４４万円、例年同様の計上であります。

　７９ページ、３款民生費１項社会福祉費１目社会福祉総務費４億２,０５４万８,０００

円、前年比２,４３１万９,０００円の増であります。主な増額要因ですが、まず人件費分

で約１,０１０万円ございます。あと、各種の計画の策定分で約１,３８６万円分ございま

す。これが主な増額要因となります。８０ページ、７節報償費、謝礼金７万９,０００

円、後見実施機関の運営協議会委員ほかの謝礼です。８１ページ、１２節委託料、計画策

定等１,３８６万円は、４種類の計画策定（第２期地域福祉計画等）を予定しておりま

す。８２ページ、相談支援センター事業７２４万円、こちら令和７年度より障害者相談支

援業務を推進するため、事業者に委託しています。資料ナンバー２１を後ほど御覧いただ

きたいと思います。１４節工事請負費、防犯灯新設・撤去等工事５３万３,０００円、２

か所分を計上しております。１８節負担金補助及び交付金、社会福祉協議会補助金２,５

２７万円から、同じくこどもカフェ事業２２万４,０００円まで、いずれも社会福祉協議

会の補助金であり、合計３,８６３万７,０００円となります。資料ナンバー２２に補助金

合計の算定内訳書をつけておりますので、後ほど御覧ください。８３ページ、１９節扶助

費１億８,８０６万１,０００円、それぞれ見込額を計上しています。８４ページ、冬季生

活支援事業１８０万円は、１世帯１万円で１８０世帯分を計上しています。成年後見申立

費用助成５７万６,０００円は、２名分を計上しています。２７節繰出金、国保会計２,７

９３万２,０００円、前年比３７６万７,０００円の増。介護保険分５,０９５万１,０００

 円も前年比１７２万９,０００円の増です。

　８４ページ、２目老人福祉費１億５,４５３万３,０００円。８５ページの７節報償費で

ありますが、敬老祝金１３５万円で、喜寿４２人、米寿３１人であります。続きまして８

６ページ、１２節委託料、施設等管理運営業務２,５０６万７,０００円、福寿荘管理運営

分であり、資料ナンバー２３に詳細を記載してございます。ケア付き一時住まい事業１,



― 9 ―

３２２万９,０００円、こちらは資料ナンバー２４になります。８７ページ、１３節使用

料及び賃借料、老人緊急通報システム借上料１８３万６,０００円、利用者３０名分でご

ざいます。１７節備品購入費、事務用備品１３８万３,０００円は居宅介護支援請求事務

用端末、管理用備品は福寿荘用食器洗い乾燥機であります。１８節負担金補助及び交付金

の介護サービス利用者負担軽減事業２３８万円は、特養などの入所者の負担軽減でありま

して、補助率４分の３です。特別養護老人ホーム償還金補助事業５,１７９万４,０００

円、２０年償還の４年目となります。デイサービス運営事業２,４４６万円、こちらも資

料ナンバー２５を後ほど御覧ください。８８ページ、１９節扶助費、老人福祉施設入所措

 置費５００万円は、２名分の計上です。

　３目後期高齢者医療費１８節負担金補助及び交付金、後期高齢者医療広域連合負担金

３,４５８万９,０００円は、広域連合の通知額となります。２７節繰出金、後期高齢者医

 療特別会計繰出金は１,８１２万３,０００円であります。

　２項児童福祉費１目児童福祉総務費１,１４９万２,０００円。７節報償費、謝礼金７３

万８,０００円、言語聴覚指導ほかの謝礼であります。出産祝い金１８０万円は１６人が

対象です。第３子までが１４人、第４子からが２人、合計１６人となります。８９ペー

ジ、１９節扶助費、子育てステップアップ応援給付金事業は、１５歳が２１人、１８歳が

 １９名で、合計４０名です。

　９０ページ、２目児童福祉施設費７,７９３万５,０００円、前年比２７９万８,０００

円の減です。９３ページ、１４節工事請負費４４６万６,０００円は、保育所の遊戯室の

エアコン設置工事であります。資料ナンバー２６を後ほど御覧ください。１７節備品購入

 費２９万円、園児用の遊具や管理用備品でございます。

　９４ページ、３目児童措置費１９節扶助費２,５５０万円は、児童手当の経費でござい

 まして１５３名の計上です。

　４款衛生費１項保健衛生費１目保健衛生総務費５,１９１万２,０００円。７節報償費で

ありますが、記念品１６万１,０００円は、保健師等の就職説明会時のＰＲ用配付品で

す。９６ページ、１８節負担金補助及び交付金、保健業務インターンシップ事業２３万

５,０００円は、保健師等の正式応募前に職場体験を事前にしてもらうための参加者用の

 旅費等の助成でございます。

　２目保健衛生施設費３,２６７万３,０００円、前年比２,４３１万７,０００円の減で

 す。９８ページ、１７節備品購入費３６万２,０００円、こちら消火器１７本分です。

　３目予防費２,０１３万７,０００円。７節報償費については、健康づくり事業に係る記

念品、講師謝礼の費用です。９９ページ、１２節委託料、各種検診事業６２３万円、各種

予防接種６８４万９,０００円。こちらについては資料ナンバー２７から２９－２まで内

訳をつけてありますので、後ほど御覧ください。１８節負担金補助及び交付金でございま

すが、北海道自治体情報システム協議会３７１万９,０００円、こちら健康カルテシステ

 ム利用料のほかに、標準化移行に伴う費用が含まれております。
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　１００ページ、４目環境衛生費６４０万３,０００円、前年比１３７万１,０００円の増

です。１０１ページの１２節委託料ですが、火葬業務を４０件見込んでいます。１０２

 ページ、１７節備品購入費２万１,０００円は、蜂駆除用の噴霧器です。

　５目診療所費２７節繰出金は、診療所特別会計繰出金２億２,２７６万７,０００円であ

 ります。

 　２項清掃費１目清掃総務費４３４万５,０００円、ほぼ例年同様の計上であります。

　２目塵芥処理費１億３,２４２万１,０００円、前年比５,０１８万４,０００円の増です

が、大きく増加となっておりますが、帯広に造っております中間処理施設の建設費の分担

金が主な増額分でございます。１０３ページ、１２節委託料、塵芥収集等業務５,８９９

万円、一般廃棄物の収集運搬、分別処理費用でございます。こちらについては、資料ナン

バー３０を後ほど御覧ください。１０４ページ、１８節負担金補助及び交付金、十勝圏複

合事務組合５,８４０万円、先ほど言った中間処理施設の建設分担金約５,０００万円と、

その他運営分担金なども入っております。一般廃棄物処理負担金９９７万９,０００円

は、足寄町にある池北三町の共同ごみ処理施設に係る運営分担金であります。 

　３項水道費１目専用水道費７８７万９,０００円。１０５ページ、１７節備品購入費２

 ７万３,０００円は、水道メーターの分であります。

　２目水道費２７節繰出金６,６１６万８,０００円、簡易水道事業会計への繰出金であり

 ます。

　１０６ページ、５款労働費１項１目労働諸費１８万８,０００円、例年同様でありま

 す。

　２目雇用対策費２,３８１万９,０００円。１０節需用費から１５節原材料費までは緊急

雇用対策事業として、主に冬期間の閑散期における雇用対策事業であります。令和８年度

は３４人の対象者を見込んでいます。令和７年度は３０人でした。１２節委託料について

は、令和７年度の実績見込額を参考として計上しています。１０７ページ、１８節負担金

補助及び交付金ですが、地元雇用促進事業は２０名、人材確保対策事業は１０件を計上し

 ています。

　６款農林水産業費１項農業費１目農業委員会費１,７８９万１,０００円。こちらは農業

 委員会経費で、主な増額部分は人件費であり、その他は例年同様の計上であります。

　１０９ページ、２目農業総務費８,０５０万４,０００円、前年比９６６万７,０００円

の増でありますが、職員人件費のみの計上であります。 

　１１０ページ、３目農業振興費１億２,７６３万円。１１１ページの１８節負担金補助

及び交付金でありますが、新規就農者育成総合対策事業７３７万５,０００円は、新規就

農者への補助金で、補助率１０分の１０となります。新農業人育成事業２,２６５万４,０

００円ですが、営農開始奨励金、実習奨励金など新規就農者２名分が含まれております。

こちらについては、資料ナンバー３１を後ほど御覧ください。陸別町農業近代化資金利子

補給事業６００万１,０００円は、資料ナンバー３２となります。中山間地域直接支払事
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業交付金５,３９３万２,０００円、こちらは対象面積に応じて国・道より４分の３の財源

がございます。資料ナンバー３３となります。多面的機能支払事業２,２４５万２,０００

円、鹿柵の改修、農作業道の改修などを実施しております。国・道より、こちらも４分の

３の財源があります。資料ナンバー３４となります。新農業人育成事業、営農指導交付金

 でありますが１６０万円、こちら２名の８か月分を見ております。

　１１２ページ、４目畜産業費１億１,０８７万８,０００円、前年比９万２,０００円の

増でありますが、１１３ページの１８節負担金補助及び交付金、家畜糞尿共同処理施設運

営支援補助金４,０００万円、バイオガスプラントの運営支援補助でございます。２０節

貸付金の家畜導入貸付金６,０００万円は優良家畜導入支援事業でございまして、資料ナ

 ンバー３５を御覧いただきたいと思います。

　５目農地費５,８６５万２,０００円、前年比４,２２４万５,０００円の減であります

が、１１４ページ、１２節委託料、農業用施設維持管理２４８万円、こちら土砂の埋塞除

去作業であります。１８節負担金補助及び交付金の道営事業としましては農道整備事業ト

マム第２地区の分が３,７１２万５,０００円、こちらは令和３年から令和１０年の事業実

施期間となっています。資料ナンバー４－１及び４－２となります。草地畜産基盤整備事

業１,６１２万５,０００円、こちら令和８年度から新たに始まる新陸別地区と令和７年度

 までの陸別第２地区の負担金の合計となります。資料ナンバー３６になります。

　１１５ページ、６目営農用水管理費７,７９９万２,０００円。そのうち１１６ページの

１４節工事請負費、配水管新設６２７万円は、道営事業に伴う上陸別地区の営農用水の配

水管の新設給水切替で４戸分であります。こちら資料ナンバー３７になります。１７節備

品購入費１１７万２,０００円、営農用水施設の水道メーター及びスマートメーターであ

ります。１８節負担金補助及び交付金、道営土地改良事業地元負担金４,５７６万５,００

０円は、道営担い手畑地帯総合整備事業第２上陸別地区であり、資料ナンバー５－１と５

－２になります。この事業は、平成２９年度からの事業ですが、令和８年度完了の見込み

 であります。

　１１７ページ、７目公共草地管理費４５６万２,０００円。１１８ページの１４節工事

請負費１３８万円、こちらはポントマム公共牧場内の旧操作線の撤去工事になります。現

 在使用していない古い操作線、電線がございまして、それを撤去するものであります。

　８目農畜産物加工研修センター管理費２,２８１万８,０００円。１２０ページ、１４節

工事請負費１２１万円は、加工室の床修繕となります。１２１ページ、１７節備品購入費

 ５万円は、計量器であります。

　２項林業費１目林業振興費１億５,６４０万１,０００円、前年比１,５７３万１,０００

円の増であります。１２２ページ、１２節委託料、地域山林活性化推進事業３１０万７,

０００円、こちらは森林の所有者の意向を確認し、売買等の流動化を促す事業でありま

す。それにより、森林の荒廃を防ぐという目的でございます。森林環境譲与税を財源とし

た事業であります。１４節工事請負費、治山工事２,８７０万円は宇遠別地区の小規模治
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山事業です。こちら資料ナンバー３８になります。１２３ページ、１８節負担金補助及び

交付金ですが、民有林造林促進事業５,６７０万１,０００円と豊かな森づくり推進事業

２,２３７万８,０００円につきましては、昨年同様の事業でございますが、資料ナンバー

３９を後ほど御覧いただきたいと思います。森林担い手対策推進事業６２０万円、私有林

整備事業３,４５５万７,０００円は、いずれも森林環境譲与税事業でございまして、全体

 の概要は資料ナンバー４０に記載しております

　続きまして、２目狩猟費１,９８４万２,０００円、前年比６７４万円の増。７節報償

費、奨励金１,５８３万１,０００円、エゾシカ２,０００頭の駆除が入っております。令

和７年度の実績見込みが約１,６００頭でございます。１２４ページ、１７節備品購入費

１５６万６,０００円は緊急銃猟用備品で、防護盾、ビデオカメラ、ＬＥＤライトなどを

購入します。財源は道費で４分の３となります。１８節負担金補助及び交付金、有害鳥獣

 駆除従事者育成補助金１３万７,０００円は、１名分計上しております。

　３目林道新設改良費１,６４３万９,０００円。１２節委託料で林道維持管理６１９万

８,０００円、こちらは林道弥生勲祢別線ほかの路面排水補修などであります。橋梁点検

４６０万７,０００円、こちは林道の川向勲祢別線ほかの点検です。１４節工事請負費、

林道維持管理工事、林道弥生勲祢別線の側溝整備となります。こちらは全部、資料ナン

 バー４１に記載してございます。

　７款商工費１項商工費１目商工総務費１,６５５万９,０００円。職員人件費でございま

 す。

　１２５ページ、２目商工振興費１億５,４５２万６,０００円、前年比２６６万８,００

０円の増です。１２６ページの１８節負担金補助及び交付金で、商工振興事業２,２６２

万９,０００円、商工会の補助金でございまして、算出表は資料ナンバー４２に記載して

います。商業活性化施設運営事業１３６万８,０００円は、複合施設ぷらっとの共用部分

の管理運営費であります。小規模企業等振興事業１,２５０万円。日産自動車購入助成事

 業３００万円も計上しております。

　３目観光費２,３９３万円、１２７ページ、１８節負担金補助及び交付金、観光協会補

助金６１０万円、しばれフェスティバル開催事業９０５万円、オフロードレース開催事業

 １７０万円を計上してございます。

　４目公園費３,１７５万２,０００円、前年比２,０５０万５,０００円の増。１２８ペー

ジの１２節委託料でございますが、公園草刈り３６２万１,０００円、こちら駅前広場、

宮の森、カネラン峠、イベント広場ほかなどであります。１４節工事請負費２,２６０万

円は、駅前多目的広場の全天候型休憩施設の新設でございます。多目的な利用が可能な休

憩施設であります。財源として、地域づくり総合交付金が補助率２分の１です。資料ナン

 バー４３を後ほど御覧ください。

 　１２９ページ、５目消費者対策費１３万円。消費生活相談員の謝礼等であります。

　８款土木費１項土木管理費１目土木総務費６,０９０万９,０００円。この目は職員人件
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 費ほかとなり、例年同様の計上です。

　１３１ページ、２項道路橋りょう費１目道路橋りょう総務費１億１,１８２万３,０００

円、前年比４,０６８万１,０００円の増です。１３２ページ、１７節備品購入費、公用車

購入８,１９８万６,０００円、除雪用トラックの更新で、購入後２０年経過して更新する

ものであります。財源として、国庫補助金もございます。資料ナンバー４４を後ほど御覧

 いただきたいと思います。

　２目道路維持費１億３,８８１万５,０００円、町道の維持管理に係る経費でございまし

て、資料ナンバー４５に、委託料、工事請負費などの概要、金額が記載されてございま

 す。

　１３３ページ、３目橋りょう維持費１億１,８０４万６,０００円。１２節委託料、測量

試験費１,１５５万円、こちらは町道川上小利別線の赤石橋の分となります。１４節工事

請負費、橋りょう補修工事５,１２０万円は、町道トマム川沿線の斗満橋の工事分であり

ます。こちらも資料ナンバー４６を後ほど御覧いただきたいと思います。１８節負担金補

助及び交付金、北海道市町村支援連絡協議会５,３７０万８,０００円は、橋梁点検の負担

 金で５０橋分ございます。

　１３４ページ、４目道路新設改良費７,３９８万８,０００円、前年比１,９８３万９,０

００円の増です。１４節工事請負費、道路改良工事６,０００万円、内訳ですがトマム川

沿線の舗装が４６０メートル、墓参道路改良が１８０メートル。歩道改良工事１,１５０

万円は、東１条仲通りが７０メートル、川向栄町線が５０メートルです。以上が資料ナン

 バー４７に記載してございます。

　１３５ページ、５目街路灯費４３０万円。街路灯にかかる電気料及び修繕で、ＬＥＤ化

 は完了しております。

　３項河川費１目河川総務費６８４万２,０００円、前年比１,４８３万４,０００円の減

です。１４節工事請負費の５４３万４,０００円は、普通河川の作集川ほかの河川補修工

 事であります。

　１３６ページ、４項住宅費１目住宅管理費１,７４８万６,０００円、公営住宅の管理経

 費でございます。

　１３７ページ、２目住宅建設費１,９７６万４,０００円、前年比４７４万９,０００円

の減です。１２節委託料、基本設計９６８万円は、緑町団地の基本設計分であります。１

４節工事請負費９４６万円は、新町団地４戸の屋根塗装工事であります。 

　５項１目下水道費９,１７５万５,０００円。２７節繰出金は、公共下水道事業会計への

 繰出金でございます。

　１３８ページ、９款１項１目消防費２億４,８４１万８,０００円、前年比５,３７２万

１,０００円の増です。１３９ページ、１４節工事請負費１０２万８,０００円、消防庁舎

の車庫のグレーチング改修工事であります。１７節備品購入費１０万８,０００円は、新

入消防団員用の防火衣であります。１８節負担金補助及び交付金、とかち広域消防事務組
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合負担金２億２,６９０万３,０００円については、前年比５,５７４万９,０００円増えて

ございますが、高規格救急車の更新でございます。現在２台所有しておりますが、そのう

ち１台が１０年経過しているため、更新費用５,６２０万６,０００円を計上しています。

また、欠員補助のため、職員３名が新採用となります。資料ナンバー４８を後ほど御覧く

ださい。１９０ページから１９４ページに明細書をつけてございますので、後ほどこちら

も御覧ください。１４０ページ、消火栓更新・移設負担金１８７万円、こちら町道栄町３

 号通りの分となります。

　２目災害対策費５４６万円、前年比２８１万８,０００円の増。令和８年度は総合防災

訓練実施を予定しておりますので、関連する予算を報償費や需用費ほかに計上しておりま

す。７節報償費、謝礼金は、講師等の謝礼になります。１２節委託料、防災ガイドブック

作成１４３万４,０００円。１,５００部作成で、地域づくり総合交付金による２分の１の

財源がございます。１４２ページ、１７節備品購入費３８万３,０００円は、防災用運搬

用の荷台（台車）、移動用のスポットクーラー（防災用）等の購入であります。こちらも

 地域づくり総合交付金による２分の１の財源がございます。

　１０款教育費１項教育総務費１目教育委員会費１６８万５,０００円。１節報酬から１

８節負担金補助及び交付金まで、例年同様の計上でございます。 

　１４３ページ、２目事務局費８,３５８万６,０００円。１４５ページ、１２節委託料で

すが、設備改修７８万３,０００円、教員住宅２戸分の給湯器交換を見込んでおります。

 ２０節貸付金、奨学資金の貸付は、継続１５名、新規は４名を見込んでおります。

　３目教育振興費１,９７０万５,０００円。１節報酬、会計年度任用職員報酬は、英語指

導助手、教育推進員、学習支援員、特別支援員、教育支援センター職員などの費用が入っ

ております。１４６ページ、７節報償費、謝礼金でございますが、バトミントン部活の外

部指導の指導者謝礼、療育指導・スクールカウンセラーの謝礼を見ております。記念品は

 教育振興賞に係るものでございます。

　１４７ページ、４目スクールバス運行管理費５,０１４万３,０００円、前年度比２７３

万９,０００円の増。令和８年度は、プールの改修工事によりプールが利用できないた

め、授業で他町の施設を使用する必要がございますので、そのための運行経費も計上して

 おります。

 　１４８ページ、５目教育研究所費４１万５,０００円、例年同様でございます。

　２項小学校費１目学校管理費２,３３５万３,０００円。１５０ページ、１２節委託料、

実施設計１９９万７,０００円。小学校の校舎のＬＥＤ改修設計で、改修工事は令和９年

 度の予定であります。

　１５１ページ、２目教育振興費２,２３９万５,０００円、前年より１,３６３万２,００

０円の増であります。１７節備品購入費９７０万円でございますが、児童用タブレット８

９台の更新費用が８９８万２,０００円であります。その他教材用備品が７１万８,０００

円であります。資料ナンバー４９を後ほど御覧いただきたいと思います。１８節負担金補
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助及び交付金でありますが、給食費補助事業４７６万１,０００円は、単価３４５円、６

９名で、２００日を見込んでおります。１５２ページ、２２節償還金利子及び割引料、譲

渡事業償還金２５２万６,０００円は、小学校の教師用パソコン及びサーバーの更新分の

 費用となります。

　３項中学校費１目学校管理費２,３１５万９,０００円。中学校の維持管理費用でありま

す。令和７年度より減額になっておりますが、令和７年度は中学校の特別教室の屋根改修

 工事を実施しております。その他は、例年同等の計上であります。

　１５４ページ、２目教育振興費１,９８３万５,０００円、前年比８６２万円の増。１５

５ページの１７節備品購入費７４３万４,０００円でありますが、生徒用のタブレット６

５台の費用が６５６万円となります。教材用備品が８７万４,０００円。資料ナンバー４

９となります。１８節負担金補助及び交付金、制服購入費助成６５万５,０００円。転入

者分を含めまして１６名分を計上しています。給食費補助事業３６７万円は、単価が４１

７円、４４名、２００日を計上しています。修学旅行費交付金事業６３万円、こちらは２

１名分となります。２２節の償還金利子及び割引料、譲渡事業償還金２３４万６,０００

円は、先ほどの小学校の項目で説明させていただきました、同じ譲渡事業の利用でござい

 ます。

　１５６ページ、４項社会教育費１目社会教育総務費１,５５１万円。７節報償費、謝礼

金は、各教室等の講師の謝礼、教育活動推進員の謝礼。記念品は、はたちの集いの参加者

 記念品でございます。

　１５８ページ　２目公民館費１,４４１万７,０００円。公民館管理費用でございまし

て、１６０ページの１７節備品購入費は、管理用図書のほかに事務用ノートパソコン１台

 が含まれております。

　３目文化財保護費１４８万５,０００円。１２節委託料、施設修繕整備は史跡ユクエピ

 ラチャシ跡の景観維持業務となります。

　１６１ページ、５項保健体育費１目保健体育総務費３６２万２,０００円。１６２ペー

ジ、１７節備品購入費１２万２,０００円でございますが、モルック６セットの購入とな

ります。１８節負担金補助及び交付金は、水泳少年団活動臨時支援事業３７万９,０００

円。こちらは水泳少年団活動として令和８年度はプールが使えないため、他の施設を利用

しなければならないこととなるため、そのために生じる経費を交付するものでございま

 す。

　１６３ページ、２目体育施設費４億９,４７９万８,０００円。１６５ページ、１４節工

事請負費、プール改修事業４億７,０００万円。改修事業につきましては、資料ナンバー

５０につけてございます。１７節備品購入費でございますが、管理用備品１８５万７,０

００円は、スキー場管理用スノーモービルで１６年経過し、老朽化が著しいので、更新す

るものでございます。こちら資料ナンバー５１となります。教育用備品６１万２,０００

 円は、プール用の安全管理用品となります。
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　３目学校給食費６,７５６万９,０００円、例年同様の計上です。資料ナンバー５２に給

食関係の経費の内訳を記載しております。年間で４万１,７３４食であります。令和７年

 度の当初は４万６,３４２食でありました。

　１６８ページ、１１款災害復旧費１項農林水産業施設災害復旧費１目農業用施設災害復

旧費１４万１,０００円と２目の林業用施設災害復旧費８万３,０００円は、いずれも例年

 同様の計上であります。

　２項公共土木施設災害復旧費１目道路橋りょう災害復旧費１４万２,０００円も、例年

 同様でございます。

　１６９ページ、１２款１項公債費１目元金と２目利子の合計額が６億５,３０８万３,０

００円となり、前年度より５,３６９万１,０００円増加しております。公債費の償還に当

たり、減債基金を２億３,０００万円を取り崩して、一般財源として充当してございま

 す。

 　１３款１項１目予備費は、例年同様の４００万円の計上であります。

　１７１ページから１９５ページまでが給与費明細書になります。そのほか、予算に関す

 る各種資料もつけてございますので、後ほど御覧いただきたいと思います。

 　以上で歳出を終わります。

○議長（久保広幸君）　暫時休憩します。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　休憩　午前１０時５６分 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再開　午前１１時１５分 

 ○議長（久保広幸君）　休憩前に引き続き、会議を開きます。

 　今村副町長。

○副町長（今村保広君）　それでは、歳入に移りたいと思いますので、１２ページをお開

 きください。

　１款町税１項町民税１目個人１億１,４５８万５,０００円、前年比３５５万８,０００

 円の増ですが、税の予算につきましては、前年度の課税状況等により算定しております。

 　２目法人１,２９３万円。

　２項１目固定資産税１億９,１６０万７,０００円、こちらも実績を踏まえて計上してい

 ます。

 　２目国有資産等所在市町村交付金７８８万２,０００円。

　３項１目軽自動車税７５２万５,０００円、こちらも同じように実績を踏まえておりま

 す。

 　４項１目町たばこ税２,０００万９,０００円。

　２款地方譲与税から９款地方特例交付金までは、こちらも、いずれも実績見込みにより

 算定しております。

 　２款地方譲与税１項１目地方揮発油譲与税１,４９６万４,０００円。

 　２項１目自動車重量譲与税５,５４１万２,０００円。
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 　３項１目森林環境譲与税４,５５８万８,０００円。

 　３款１項１目利子割交付金２９万２,０００円。

 　１４ページ、４款１項１目配当割交付金１３２万１,０００円。

 　５款１項１目株式等譲渡所得割交付金２０２万５,０００円。

 　６款１項１目法人事業税交付金５７９万７,０００円。

　７款１項１目地方消費税交付金６,７９８万円。こちらは、内訳が地方消費税交付金３,

 １９２万２,０００円、社会保障財源交付金が３,６０５万８,０００円です。

　８款１項１目環境性能割交付金は、科目存置です。 

 　１５ページ、９款１項１目地方特例交付金１,２９１万７,０００円。

　２項１目新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金１４万５,０００

 円。

　１０款１項１目地方交付税２３億２３２万５,０００円は、普通地方交付税分が２０億

９,２３２万５,０００円で、特別地方交付税が２億１,０００万円の計上でございます。

資料ナンバー１３に地方交付税の状況をつけてございますので、後ほど御覧いただきたい

 と思います。

　１１款１項１目交通安全対策特別交付金、科目存置です。 

　１２款分担金及び負担金１項分担金１目農林水産業費分担金５６２万５,０００円。こ

 ちら道営の草地畜産基盤整備事業の受益者分担金でございます。

　１６ページ、２項負担金１目民生費負担金９５万５,０００円。町外の養護老人ホーム

 への入居者からの徴収金となります。

　１３款使用料及び手数料１項使用料１目総務使用料４,２４８万５,０００円。こちらは

１７ページの５節銀河の森宇宙地球科学館等使用料、コテージ等使用料１,７８８万４,０

 ００円でございますが、７７６棟分を見込んでおります。

　２目民生使用料６１７万７,０００円は、福寿荘の使用料、他町からの保育料、福祉住

宅からまつハウス使用料を計上しております。 

　３目衛生使用料７２８万２,０００円、公衆浴場使用料は８,６３５人、合葬墓の使用料

２１人分を計上しています。２節水道使用料４７０万円は、小利別地区の専用水道で、基

 本料金の減免分が減額となりますので、雑入で別途計上しております。

　４目農林水産使用料３７５万１,０００円は、２節営農用水使用料３６０万円も基本料

 金の減免分が減額となりますので、こちらも雑入で計上しております。

 　５目商工使用料１万７,０００円、例年同様でございます。

　１８ページ、６目土木使用料５,７０３万５,０００円の主な減額要因でございますが、

 住宅使用料であります。

　７目教育使用料２４３万円、５２万４,０００円の増でありますが、学童の保育料が３

 ５名から４４名に増えたことによる増であります。

　２項手数料１目総務手数料１１４万１,０００円、戸籍住民票等の証明手数料であり、
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 実績により計上してございます。

 　１９ページ、２目衛生手数料７２０万７,０００円、例年同様の計上であります。

 　３目農林水産手数料１万２,０００円、こちらも例年同様でございます。

　２０ページ、１４款国庫支出金１項国庫負担金１目民生費負担金１億２,９２７万７,０

００円の計上であります。１節社会福祉費負担金は、国民健康保険事業保険基盤安定負担

金と未就学児均等割保険料負担金は、国保軽減措置に対する保険者支援分でございます。

障害者介護給付費負担金から２節児童福祉費負担金の障害児相談支援費負担金までは、い

ずれも２分の１の国の負担分でございます。障害者介護給付費負担金４,１８９万８,００

０円は、生活介護２０名、施設利用１８名分ほかとなります。障害者訓練等給付費負担金

３,３８０万９,０００円は、就労支援のＢ型が１８名、共同生活援助２０名で計上してい

ます。２節児童手当負担金２,０２８万１,０００円は、年代ごとの計算により算出してご

ざいます。児童手当の支給総額の約８割分の負担でございます。子どものための教育・保

育給付費負担金１,８２９万２,０００円、こちらも児童数により算出しております。２１

ページ、乳児等通園支援給付費負担金２１万６,０００円、こちら実績の基準額の３分の

 ２の補助率となっております。

　２目衛生費負担金、新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金は、同額の歳出

 を計上しています。

　２項国庫補助金１目総務費補助金１７１万６,０００円は、デジタル基盤改革支援補助

金として、自治体情報システム協議会の標準化に対する改修費で１０分の１０の補助であ

 ります。

　２目民生費補助金１節社会福祉費補助金６０４万円は、地域生活支援事業費補助金が２

分の１で、生活困窮者就労準備支援事業費等補助金が４分の３となります。２節児童福祉

費補助金４３９万６,０００円は、子ども・子育て支援交付金が３分の１、出産・子育て

応援事業交付金が３分の２の補助率であります。 

　３目衛生費補助金、マイナンバー情報連携体制整備事業補助金７５万８,０００円は、

 健康カルテの連携費の３分の２の補助であります。

　４目土木費補助金１億１,６０２万６,０００円。１節道路橋りょう費補助金、建設機械

整備費補助金４,８６６万６,０００円、こちら除雪トラック１台分の補助でございます。

橋りょう長寿命化修繕事業補助金５,９１０万円は、斗満橋改修ほか、橋梁点検分も含ま

れております。２節住宅費補助金、社会資本整備総合交付金８２６万円は、公営住宅の屋

 根塗装と建築の基本設計分が含まれております。

　２２ページ、５目教育費補助金１節小学校費補助金及び２節中学校費補助金の公立学校

情報機器整備補助金は、タブレットの更新分に係る補助金であります。 

　３項委託金１目総務費委託金１節総務管理費委託金１４３万１,０００円は、例年同様

 の計上であります。

 　２目民生費委託金、例年同様でございます。
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　２３ページ、１５款道支出金１項道負担金１目民生費負担金１節社会福祉費負担金、民

生委員活動費等負担金は定額助成、国民健康保険事業保険基盤安定負担金と未就学児均等

割保険料負担金は４分の１、後期高齢者医療保険基盤安定負担金は４分の３、障害者介護

給付費負担金２,０９４万９,０００円から低所得者保険料軽減負担金９０万２,０００円

まで、こちらはいずれも４分の１の負担でございます。２節児童福祉費負担金、児童手当

負担金はルール計算によるもので、障害者介護給付費負担金から２４ページの障害児相談

支援費負担金までは４分の１の道負担でございます。子どものための教育・保育給付費負

担金はルール計算であります。 

　２項道補助金１目総務費補助金１８９万５,０００円は、地域づくり総合交付金で、ガ

イドブックの作成や防災用備蓄品の購入事業でございます。地域未来交付金７５万円は、

昨年度からの事業名変更であり、ＵＩＪターンの新規就農支援事業の４分の３の補助率で

 す。

　２目民生費補助金１,１７８万７,０００円、１節社会福祉費補助金、重度心身障害者医

療費補助金から乳幼児医医療費補助金までは補助率２分の１、地域生活支援事業費補助金

が４分の１、老人クラブ運営事業補助金が基準額の３分の２、権利擁護人材育成事業補助

金が１０分の１０、冬季生活支援事業補助金が基準額の２分の１、介護サービス利用者負

担軽減補助金が４分の３の補助率であります。２５ページ、２節児童福祉費補助金、子ど

も・子育て支援交付金は、国庫補助金と同額でございます。保育料軽減支援事業費補助金

 は多子世帯の軽減措置で、基準額の２分の１となります。

 　３目衛生費補助金３１万１,０００円は、例年同様の計上です。

　４目農林水産業費補助金１億１,９７３万５,０００円は、新規就農者育成総合対策事業

補助金が７３７万５,０００円で、こちら歳出同額です。その他、次世代農業促進生産基

盤整備特別対策事業補助金５２５万円は、道営事業の草地畜産基盤整備事業の道費分とな

ります。２節林業費補助金４,４７４万７,０００円は、２６ページの小規模治山事業補助

金は、宇遠別地区の２分の１の補助金となります。ヒグマ対策事業補助金１６８万円は、

緊急銃猟にかかる分で補助率３分の２です。 

　５目商工費補助金１,１３０万円は、駅前多目的広場休憩施設建設分であり、地域づく

 り総合交付金が２分の１です。

 　６目教育費補助金１１万８,０００円、例年同様です。

　３項委託金１目総務費委託金から２７ページの５目土木費委託金までは、権限移譲など

による委託金合計は８３４万５,０００円となります。１目４節統計調査委託金３２万５,

 ０００円は、経済センサス活動調査等の分となります。

　２８ページ、１６款財産収入１項財産運用収入１目財産貸付収入４,２８４万５,０００

円。１節土地建物貸付収入は、実績により計上してございます。２節通信設備貸付収入

１,２３７万５,０００円は、光ファイバ網貸付収入で６２５件。令和７年が６２６件でご

 ざいます。
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　２目利子及び配当金１,３２３万６,０００円は、前年比８９７万１,０００円の増で、

ふるさと整備基金のうち２億円を有価証券として北海道債を保有しており、長期金利の上

 昇も含めての増額となります。

 　２９ページ、２項財産売払収入１目不動産売払収入、科目存置であります。

　３０ページ、１７款寄附金１項寄附金１目一般寄附金、２目指定寄付金、共に科目存置

 であります。

　１８款繰入金１項特別会計繰入金１目後期高齢者医療特別会計繰入金２６万２,０００

 円。こちらは高齢者のがん検診費用として一般会計に繰り入れするものでございます。

　２項基金繰入金１目財政調整基金繰入金は２億５,０００万円で、２目減債基金繰入金

は２億３,０００万円。以下、特定目的基金につきましては、説明欄に記載の事業に充当

 することとなっております。

 　３目ふるさと整備基金繰入金１億２,５９０万円。

 　３１ページ、４目いきいき産業支援基金繰入金８,２４０万円。

 　５目ふるさと銀河線跡地活用等振興基金繰入金１,７２０万円。

 　３２ページ、６目町有林整備基金繰入金７４０万円。

 　７目地域福祉基金繰入金５,３３０万円。

　８目学校給食センター管理運営基金繰入金３,１８０万円。 

 　９目スポーツ振興基金繰入金５０万円。

 　１０目森林環境譲与税基金繰入金４,３８０万円。

 　１１目地球温暖化対策基金繰入金２,８４０万円。

 　３３ページ、１９款１項１目繰越金は前年度繰越金で１,０００万円となります。

 　２０款諸収入１項延滞金加算金及び過料１目延滞金５万円、前年同額です。

 　２目加算金は、科目存置。

 　２項１目町預金利子５０万円。

　３項貸付金元利収入１目家畜導入貸付金収入２,４３２万２,０００円。優良家畜導入支

 援事業貸付金の償還で約定償還分の計上でございます。

 　２目貸付金元利収入は、前年同額の計上です。

 　３４ページ、３目奨学資金貸付金収入２１９万円。

 　４項雑入１目滞納処分費は、科目存置。

　２目弁償金１０万６,０００円、こちら損害賠償金７万円は光ファイバーの切断事故等

 の第三者負担分となります。

　３目雑入１節介護予防支援報酬、介護予防サービス計画作成報酬で、ケアマネジメント

５３件と予防支援が１６０件分となります。２節居宅介護支援報酬は、居宅介護サービス

の計画作成報酬で３２４件。３節高齢者福祉施設負担金は、福寿荘の入居者負担金です。

４節学校給食費等１,３９７万２,０００円は、保育所園児が３８名、小学生６９名、中学

生４４名、その他職員等が５１名分を見ています。５節電話使用料１万７,０００円。３
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５ページ、６節電気等使用料１０万３,０００円。７節子育て支援対策徴収金３万２,００

０円。８節雑入３,３９３万５,０００円の計上ですが、この節は、ほかの項目に属さない

 歳入を計上しています。

　３７ページの中段、派遣職員分給与負担金４９５万５,０００円から派遣職員分の福祉

協会負担金２,０００円までは、令和７年度から２年間、十勝町村会事務局へ職員を派遣

しておりますので、その費用となります。支障物件移設補償費２７５万円は、道営事業に

伴う光ファイバーの移設補償費です。保健介護一体的実施推進事業委託料３５６万円は、

事業に要する保健師の人件費の一部が交付されるものでございます。水道料金等減免補填

負担金（小利別地区）４６万７,０００円から３８ページのトラリ地区２７万５,０００円

 まで、基本料金の６か月分の減免相当分の補塡となります。消費税は除いております。

　３８ページ、２１款１項町債でありますが、総額８億９,８４０万円です。借入予定事

業につきましては、説明欄のとおりでございますので、御確認をいただきたいと思いま

 す。

　１目総務債６,８５０万円、過疎地域持続的発展特別事業５,７５０万円につきまして

 は、資料ナンバー１４を後ほど御覧ください。

 　２目民生債４４０万円。

 　３目衛生債５,０２０万円。

 　４目農林水産業債１億１,２２０万円。

 　３９ページ、５目土木債１億５,５００万円。

 　６目消防債３,４４０万円。

 　７目教育債４億７,３７０万円。

 　以上で歳入終わりまして、７ページをお開きください。

 　第２表債務負担行為でございます。

 　左から事項、期間、限度額を記載してあります。３件ございます。

　令和８年度大家畜特別支援資金利子補給が、令和９年度から令和３３年度までで４８７

万８,０００円。令和８年度陸別町農業近代化資金利子補給が、令和９年度から令和１７

年度までで２６７万７,０００円。令和８年度陸別町中小企業経営安定資金利子補給が、

 令和９年度から令和１８年度までで３４０万１,０００円であります。

 　第３表地方債であります。

 　起債の目的と限度額であります。

　一般単独事業が緊急防災・減災事業で、若葉生きがい交流館改修事業ほか２件、計３事

業で１,２９０万円。緊急自然災害防止対策事業が、宇遠別地区小規模治山事業ほか５

件、６事業で４,７８０万円。脱炭素推進事業が、交流センターＬＥＤ改修事業ほか１

 件、２事業で２５０万円。

　８ページ、過疎対策事業は、過疎地域持続的発展特別事業など全部で１７事業で、８億

 ３,５２０万円です。
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 　起債の方法等の借入条件については、第３表に記載のとおりでございます。

　以上の起債については、予算書の歳入の各項目で計上しております。 

　以上で議案第２１号の説明を終わりまして、続いて、議案第２２号に移りたいと思いま

す。 

 　議案第２２号、１ページでございます。

　議案第２２号令和８年度陸別町国民健康保険事業勘定特別会計予算は、次に定めるとこ

 ろによる。

 　歳入歳出予算。

　第１条第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳

 出予算」による。

 　歳出予算の流用。

　第２条、地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により、歳出予算の款項の経費の

 金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

　第１号、保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内

 でのこれらの経費の各項の間の流用。

 　一時借入金。

　第３条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は

 ５,０００万円と定めるであります。

 　初めに、議案説明書資料ナンバー５４を御覧ください。

 　こちらに歳入歳出予算の財源充当の内訳がついております。

　歳入歳出予算の総額３億２,００８万６,０００円がそれぞれに振り分けられて、それぞ

れの歳入歳出予算に計上されております。振り分け科目が記載されてございますので、後

ほど御覧ください。また、資料ナンバー５３でございますが、前年度との比較表をつけて

 ございますので、併せて御覧いただきたいと思います。

 　それでは、歳出からです。議案書１１ページをお開きください。

 　歳出。

　１款総務費１項総務管理費１目一般管理費５４９万６,０００円。１３節使用料及び賃

借料でございますが、ガバメントクラウド利用料５９万４,０００円が入っております。

１８節負担金補助及び交付金として、子ども・子育て支援金制度に伴うシステム改修分が

 含まれております。

 　２目連合会負担金４３万６,０００円、例年同様の計上です。

　１２ページ、２項徴税費１目賦課徴収費３１万６,０００円。１２節委託料は、納税通

 知書等の印刷委託です。

 　３項１目運営協議会費８万２,０００円、こちらも例年同様となります。

　１３ページ、２款保険給付費１項療養諸費及び２項高額療養費、こちらについては国保

 連からの通知に基づく計上となっています。
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 　１目療養給付費１億５,８４５万２,０００円。

 　２目療養費８８万６,０００円。

 　３目審査支払手数料５０万円。

 　２項１目高額療養費２,００３万円。

 　２目高額介護合算療養費１０万円。

 　１４ページでございます。

 　３項出産育児諸費１目出産育児一時金１００万円、こちら２件分を見ております。

 　４項葬祭諸費１目葬祭費３０万円で、こちらは１０件分となります。

 　３款国民健康保険事業費納付金、こちらは北海道からの通知額となります。

 　１項１目医療給付費分５,８３８万４,０００円。

 　２項１目後期高齢者支援金等分１,６７１万４,０００円。

 　３項１目介護納付金分６８３万１,０００円。

　４項１目子ども・子育て支援分１６５万３,０００円、こちら新規でありまして、北海

 道からの通知額となります。

　４款１項１目共同事業拠出金と１６ページの５款１項１目財政安定化基金拠出金は、そ

 れぞれ科目存置でございます。

　１６ページ、６款保健事業費１項１目特定健康診査等事業費３３１万４,０００円。１

２節委託料の健康診査等は、特定健診が１９５名、頸動脈エコー検査２０名見ています。 

　１７ページの２項１目保健事業費２７４万９,０００円。１２節委託料でございます

が、各種予防接種で、インフルエンザ予防接種１２０名分、高齢者肺炎球菌ワクチン接種

６名分を見ています。１３節使用料及び賃借料の医療用機器借上料は、健康指導用機器の

 借上げでございます。

　１８ページ、７款諸支出金１項償還金及び還付加算金１目償還金５０万円。国保税の還

 付金です。

　２項繰出金１目直営診療施設勘定繰出金３,９３４万１,０００円。へき地診療所運営分

 の特別調整交付金の診療所会計への繰出金となります。

　８款１項１目予備費３００万円。１９ページに給与費明細書をつけてございますので、

 後ほど御覧いただきたいと思います。

 　以上で歳出を終わりまして、続いて歳入に移ります。

 　７ページをお開きください。

　１款１項１目国民健康保険税５,３２５万６,０００円、前年比４４９万６,０００円の

増となっています。令和７年に税率改正を実施しております。現年課税分については、賦

 課実績を基に算出しています。

 　２款国庫支出金１項国庫補助金１目災害臨時特例補助金は、科目存置。

 　２目出産育児一時金臨時補助金１万円は、２名分でございます。

　８ページ、３款道支出金１項道負担金１目保険給付費等負担金２億３,４３４万円。こ
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ちら１節保険給付費等交付金の普通交付金分は１億８,１２６万８,０００円で、２節の特

別交付金分は、保険者努力支援分、特別調整交付金、道繰入金、特定健診等負担金など合

 わせまして５,３０７万２,０００円となります。

　４款財産収入１項財産運用収入１目利子及び配当金７万円、国民健康保険基金利子とな

 ります。

　５款繰入金１項他会計繰入金１目一般会計繰入金２,７９３万２,０００円は、前年比３

７６万７,０００円の増です。１節保険基盤安定繰入金は、保険税軽減分と保険者支援分

の合計で１,５９７万１,０００円となります。２節未就学児均等割保険料繰入金６万６,

０００円です。３節事務費繰入金が６３０万８,０００円。９ページ、４節出産育児一時

金等繰入金６６万７,０００円。５節財政安定化支援事業繰入金４１４万５,０００円。６

節のその他一般会計繰入金７７万５,０００円ですが、こちらは１８歳以下の均等割の減

 免の３６名分を入れています。

　２項基金繰入金１目国民健康保険基金繰入金４４３万５,０００円。国保会計の歳入歳

 出の調整をしております。

　６款１項１目繰越金及び７款諸収入１項延滞金加算金及び過料１目延滞金については、

 それぞれ科目存置でございます。

 　２項１目雑入、健康診査等個人負担金４万円でございます。

　以上で議案第２２号を終わりまして、続いて、議案第２３号に移りたいと思います。 

　議案第２３号、１ページをお開きください。 

　議案第２３号令和８年度陸別町国民健康保険直営診療施設勘定特別会計予算は、次に定

 めるところによる。

 　歳入歳出予算。

　第１条第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳

 出予算」による。

 　地方債。

　第２条、地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の

 目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表地方債」による。

 　一時借入金。

　第３条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は

 ５,０００万円と定めるであります。

　この会計の歳入歳出予算の資料は、資料ナンバー５５につけてございますので、後ほど

 御覧いただきたいと思います。

 　それでは、歳出から説明いたしますので、予算書１１ページをお開きください。

 　歳出でございます。

　１款総務費１項施設管理費１目一般管理費３億１,５５５万１,０００円、前年比１,３

３７万７,０００円の増です。人件費を含む診療所を運営するための費用でございます。
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主な増額要因は、人件費の増でございます。１節報酬ですが、中身として会計年度任用職

員報酬は、臨時看護師２名、紹介看護師２名、給食調理員、医療事務員などです。臨時医

師等報酬は８４日分を算出しています。１５ページ、１２節委託料、設備改修１６３万

７,０００円は、ＬＥＤ照明の改修ほかとなります。看護業務２,２３９万２,０００円

 は、委託看護師２名分を計上しています。

　１６ページ、２項１目研究研修費１４２万４,０００円、こちら例年同様でございま

 す。

　１７ページ、２款１項医業費１目医療用機械器具費３,０００万円、前年比２,９７０万

円の増ですが、こちら資料ナンバー５６を後ほど御覧ください。ＣＴ撮影装置の購入でご

ざいます。平成２８年の購入で、１０年経過し、更新となります。令和６年が３５６件使

用しております。こちらの財源としては、道の補助金８２５万円、過疎債２,１４０万円

 を予定してございます。

　２目医療用消耗器材費８２６万８,０００円。こちら前年実績によります。 

　３目医薬品費９２１万３,０００円。医薬品費は実績によりますが、そのうち予防接種

 のワクチン代が６１４万４,０００円であります。

 　４目検査費２４１万６,０００円、前年実績です。

 　５目寝具費３９万５,０００円。

　１８ページ、２項１目給食費１８９万５,０００円。食材費の高騰により増となってお

 ります。

 　３款１項公債費１目元金５４０万５,０００円。

 　２目利子１１４万４,０００円。

 　４款１項１目予備費５０万円。

　１９ページから２５ページに給与費明細書をつけてございますので、後ほど御覧いただ

 きたいと思います。

 　以上で歳出を終わりたいと思います。

○議長（久保広幸君）　暫時休憩いたします。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　休憩　午前１１時５１分 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再開　午後　１時００分 

 ○議長（久保広幸君）　休憩前に引き続き、会議を開きます。

 　今村副町長。

○副町長（今村保広君）　それでは、議案第２３号の７ページ、歳入から行いたいと思い

 ます。

　１款診療収入につきましては、入院、外来とも、昨年度実績見込みから算出しておりま

 す。

 　１項入院収入につきましては、合計額で３０万３,０００円。

 　２項外来収入につきましては、合計で５,６５５万９,０００円となります。
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　８ページ、３項その他診療収入１目諸検査等収入２,００９万１,０００円は、前年比の

１８４万１,０００円の増ですが、健康診断や予防接種等であり、増額分については主に

 予防接種の分となります。

 　２款使用料及び手数料１項手数料１目文書料６３万６,０００円。

　３款道支出金１項道補助金１目総務費補助金１節施設管理費補助金、へき地診療所施設

 整備事業補助金８２５万円は、ＣＴの購入分です。

　９ページ、４款財産収入１項財産運用収入１目財産貸付収入、建物貸付収入４７万２,

 ０００円。こちら職員住宅の３戸分の費用となります。

　５款繰入金１項他会計繰入金１目一般会計繰入金２億２,２７６万７,０００円。こちら

前年費２,１１１万３,０００円の増となっています。財政対策分については、前年比２,

１５１万８,０００円の増となります。主な要因は、人件費や保守委託料等の物件費の上

 昇が要因となっております。

　２目国保事業勘定特別会計繰入金３,９３４万１,０００円、国保会計の特別調整交付金

の繰入れであり、昨年度より減額されている部分は、昨年度電子カルテシステムを更新し

 ている分が入っております。

 　６款１項１目繰越金、前年度繰越金１００万円です。

　７款諸収入１項１目雑入４２９万２,０００円。１０ページ、患者外給食費は８２６食

 で、単価５５０円となります。

　８款１項町債１目医業債は、総額２,２５０万円。２,１４０万円が過疎債で、ＣＴ購入

 の分です。１１０万円が脱炭素推進事業債で、診療所のＬＥＤ改修分となります。

 　以上で歳入が終わりまして、続いて、４ページを御覧ください。

 　第２表地方になります。

 　１番目、診療所ＬＥＤ改修事業、限度額１１０万円。

 　２番目、医療機器整備事業、限度額２,１４０万円。

 　起債の方法、利率、償還の方法は、記載のとおりとなります。

　２６ページは、債務負担行為の一覧表、その他、起債の現在高調書をつけてございます

 ので、後ほど御覧いただきたいと思います。

　以上で議案第２３号を終わりまして、続いて、議案第２４号を説明いたします。 

 　１ページを御覧ください。

　議案第２４号令和８年度陸別町介護保険事業勘定特別会計予算は、次に定めるところに

 よる。

 　歳入歳出予算。

　第１条第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳

 出予算」による。

 　歳出予算の流用。

　第２条、地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により、歳出予算の各項の経費の
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 金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

　第１号、保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内

 でのこれらの経費の各項の間の流用。

 　一時借入金。

　第３条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は

 ５,０００万円と定めるであります。

 　１１ページ、歳出をお開きください。

 　歳出。

　１款総務費１項総務管理費１目一般管理費６２５万９,０００円。１２節の委託料は、

介護保険計画の策定業務であり、３９８万２,０００円です。１８節負担金補助及び交付

金２１３万８,０００円は、介護報酬改定に伴うシステム改修分であります。 

 　２項１目賦課徴収費１６万８,０００円、例年同様でございます。

　１２ページ、３項１目介護認定審査会費２４９万８,０００円、こちらも例年同様でご

 ざいます。

　２目認定調査費５７万７,０００円、認定調査の１２７件を見込んでおります。例年同

 様の計上でございます。

　２款保険給付費１項介護サービス等諸費１目居宅介護サービス給付費、１１８名分で、

 １億２,１３３万６,０００円。

 　２目居宅介護サービス計画給付費、こちら４１件分で、６７４万８,０００円。

　１３ページ、３目施設介護サービス給付費は、４０名分で１億１,４３６万９,０００

 円。

 　４目居宅介護福祉用具購入費、５件分、４０万円。

 　５目居宅介護住宅改修費は、５件分、９５万円。

　２項の介護予防サービス等諸費１目介護予防サービス給付費は、２０名分で２４０万

 ８,０００円。

 　２目介護予防サービス計画給付費は、１９件分です。

 　３目介護予防福祉用具購入費は、５件分、４５万円。

 　４目介護予防住宅改修費は、３件分、５４万円。

 　１４ページ、３項その他諸費１目審査支払手数料１５万２,０００円。

　４項高額介護サービス等費１目高額介護サービス費は、３６名分、５６６万６,０００

 円。

 　２目高額介護予防サービス費は、科目存置であります。

　５項高額医療合算介護サービス等費１目高額医療合算介護サービス費は、２８名分、１

 ０６万８,０００円。

 　１５ページ、２目高額医療合算介護予防サービス費は、科目存置。

　６項特定入所者介護サービス等費１目特定入所者介護サービス費は、２９名分で１,５
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 ７９万円。

　２目特例特定入所者介護サービス費から４目特例特定入所者介護予防サービス費まで

 は、いずれも科目存置です。

　１６ページ、３款地域支援事業１項１目介護予防・生活支援サービス事業費は６６４万

円。１２節委託料、総合事業委託料７４万４０００円は訪問型サービスＡで、延べ２８８

回を見込んでおります。１８節負担金補助及び交付金の第１号事業給付費５８８万２,０

 ００円は、訪問介護が８２名、通所介護が延べ１３３名を見込んでおります。

 　２目介護予防ケアマネジメント事業費は、例年同様の計上です。

　２項１目一般介護予防事業費１５８万９,０００円。１７ページ、１２節委託料は、ボ

 ランティアポイントの受付委託分であります。

　３項包括的支援事業・任意事業費１目包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費２７

万３,０００円。１２節委託料の介護予防サービス計画作成料１７万９,０００円は居宅介

 護支援事業で、３３件分でございます。

　２目任意事業費２６８万１,０００円。１８ページ、１２節委託料、任意事業２２１万

円は給食サービスであり、延べ１,５９４食の見込みであります。１９節扶助費、地域生

 活給付費３３万６,０００円、こちら成年後見制度利用報酬の助成であります。

 　３目認知症総合支援事業費１０万４,０００円。

　４目生活支援体制整備事業費７０３万８,０００円、生活支援コーディネイター業務の

 社協への委託事業であります。

　５目在宅医療・介護連携事業費１３万６,０００円、例年同様の計上です。 

　１９ページ、４項その他諸費１目審査支払手数料１万４,０００円、例年同様でござい

 ます。

　４款１項基金積立金１目介護給付費準備基金積立金３万５,０００円、こちら利息であ

 ります。

　５款諸支出金１項償還金及び還付加算金１目第１号被保険者保険料還付金１０万円。 

 　２目介護給付費負担金等返還金は、科目存置。

 　６款１項１目予備費は１００万円であります。

　資料ナンバー５７－１と５７－２に介護給付費と地域支援事業の財源充当に関する資料

 をつけてございますので、後ほど御覧ください。

 　以上で歳出を終わりまして、歳入に移りたいと思います。

 　７ページ、歳入。

　１款１項介護保険料１目第１号被保険者保険料５,１１６万円。１節現年度分が５,１０

 ６万円、普通徴収分でございますが保険料総額の１１.２６％、特別徴収分が８８.７４

 ％でございます。２節滞納繰越分が１０万円。

　２款国庫支出金１項国庫負担金１目介護給付費負担金は４,８４４万５,０００円は、介

 護給付費の２０％、施設分１５％であります。
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　２項国庫補助金１目調整交付金２,４０９万９,０００円、こちら介護給付費の８.９％

 であります。

　２目地域支援事業交付金５９５万２,０００円、介護予防・日常生活支援総合事業の２

 ５％、これ以外の分で３８.５％であります。

 　３目保険者機能強化推進交付金１５万５,０００円。

 　４目保険者努力支援交付金３６万６,０００円であります。

　８ページ、３款道支出金１項道負担金１目介護給付費負担金３,９５６万８,０００円

 は、介護給付費の１２.５％と施設分１７.５％であります。

　２項道補助金１目地域支援事業交付金２９７万５,０００円、こちら介護予防・日常生

 活支援総合事業の１２.５％、これ以外の分で１９.２５％であります。

　４款１項支払基金交付金１目介護給付費交付金７,３１１万９,０００円は、介護給付費

 ２７％であります。

 　２目地域支援事業支援交付金２２５万２,０００円、こちらも２７％であります。

　５款財産収入１項財産運用収入１目利子及び配当金は、介護給付費準備基金利子３万

 ５,０００円。

　９ページ、６款繰入金１項他会計繰入金１目一般会計繰入金１節介護給付費繰入金３,

３８５万円、こちらは１２.５％でございます。２節事務費繰入金分１,０５１万６,００

０円。３節地域支援事業繰入金は２９７万５,０００円で、こちらもルール分の１２.５％

と１９.２５％となります。４節低所得者保険料軽減繰入金は３６１万円で、こちら国と

 道から合わせて４分の３の補助があります。

　２項基金繰入金１目介護給付費準備基金繰入金は７９万５,０００円の計上、財政調整

 となります。

 　７款１項１目繰越金は前年度繰越金で、科目存置。

　８款諸収入１項延滞金及び過料１目第１号被保険者延滞金から１０ページの２目第１号

 被保険者過料まで、いずれも科目存置です。

 　２項雑入１目滞納処分費から３目返納金も、いずれも科目存置。

　４目雑入は、介護扶助審査判定業務費はケアプラン作成費でありまして、総合事業利用

 者負担金は訪問介護サービスＡの１０％分でございます。

　以上で議案第２４号を終わりまして、続いて、議案第２５号に移りたいと思います。 

　議案第２５号、１ページを御覧ください。 

　議案第２５号令和８年度陸別町後期高齢者医療特別会計予算は、次に定めるところによ

 る。

 　歳入歳出予算。

　第１条第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳

 出予算」による。

 　一時借入金。
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　第２条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は

 ２,０００万円と定めるであります。

 　歳出から行います。９ページをお開きください。

 　歳出。

　１款総務費１項総務管理費１目一般管理費１９６万１,０００円。前年より１２１万円

減となっておりますが、令和８年度よりインフルエンザ予防接種費用を一般会計で計上す

ることとなっております。２７節繰出金２６万２,０００円は、広域連合からのがん検診

 分の交付金で、後期高の会計で受けて一般会計に繰り出すものであります。

　２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金６,１０５万３,０００円。保険料相当分、

 保険基盤安定分、広域連合共通事務費分の合計でございます。

 　１０ページ、３款諸支出金１項償還金及び還付加算金１目保険料還付金は１０万円。

 　２目還付加算金１万円。

 　４款１項１目予備費３０万円。

 　以上で、歳出を終わりまして、次に、歳入に移りたいと思います。

 　７ページをお開きください。

 　歳入。

　１款１項後期高齢者医療保険料４,３４５万５,０００円。特別徴収分２,６１６万１,０

００円、普通徴収分１,７０９万４,０００円、共に広域連合の算定額となります。２節滞

 納繰越分は２０万円。

　２款広域連合支出金１項１目広域連合交付金５７万６,０００円。健康診査等受診率向

上特別事業費補助金が５０万円、特別調整交付金７万６,０００円は広報紙掲載分でござ

 います。

 　３款繰入金１項他会計繰入金１目事務費繰入金３６４万４,０００円。

　２目保険基盤安定繰入金１,４４７万９,０００円、こちら道から４分の３の負担となり

 ます。

 　８ページ、４款１項１目繰越金は、前年度繰越金３０万円です。

 　５款諸収入１項延滞金及び過料１目延滞金は、科目存置。

 　２項償還金及び還付加算金１目保険料還付金１０万円。

 　２目還付加算金１万円。

　３項１目雑入８５万９,０００円でございますが、健康診査に係る委託助成金で１１５

 人分を見込んでおります。

　資料ナンバー５８に歳入歳出に関するフロー図をつけてございますので、併せて御覧い

 ただきたいと思います。

　以上で議案第２５号を終わりまして、続いて、議案第２６号別冊となります。 

 　１ページを御覧ください。

　議案第２６号令和８年度陸別町簡易水道事業会計予算でございます。 
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 　第１条、令和８年度陸別町簡易水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

 　業務の予定量。

 　第２条、業務の予定量は、次のとおりとする。

 　（１）給水戸数、１,０５４戸。昨年が１,０７０戸でございます。

　（２）年間総吸水量、２８万９,２０７立方メートル。昨年が３０万２,４４４立方メー

 トル。

 　（３）一日平均給水量、７９２立方メートル。昨年が８２９立方メートルです。

　（４）主要な建設改良事業、市街地区の配水管布設替工事（川向栄町線）で、５,２８

 ６万６,０００円でございます。

 　収益的収入及び支出。

 　第３条、収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

　なお、営業費用中総係費のうち負担金２０４万１,０００円の財源に充てるため、企業

 債２００万円を借り入れる。

 　収入の欄でございます。

　第１款簡易水道事業収益第１項営業収益３,７５１万９,０００円、第２項営業外収益１

 億１６３万４,０００円。第１款の収入合計が１億３,９１５万３,０００円。

 　支出であります。

　第１款簡易水道事業費用第１項営業費用１億３,０８２万９,０００円、第２項営業外費

用３５９万１,０００円、第３項予備費１００万円。第１款の支出合計が１億３,５４２万

 円でございます。

 　続きまして、資本的収入及び支出。

 　第４条、資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

　資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額２,６０１万１,０００円は、企業債２０

０万円、過年度損益勘定留保資金１,６４７万６,０００円、当年度消費税及び地方消費税

資本的収支調整額３６１万３,０００円、当年度損益勘定留保資金３９２万２,０００円で

補てんするものとする。 

 　収入でございます。

　第１款資本的収入第１項企業債５,２８０万円、第２項他会計補助金２,８４１万５,０

 ００円、第３項その他資本的収入１８７万円。第１款収入合計８,３０８万５,０００円。

 　支出であります。

　第１款資本的支出第１項建設改良費５,４７３万６,０００円、第２項企業債元金償還金

４,９５８万５,０００円、第３項固定資産購入費３７７万５,０００円、第４項予備費１

 ００万円。第１款支出の合計が１億９０９万６,０００円であります。

 　続きまして、２ページ。

 　企業債。

　第５条、起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定め
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 る。

　簡易水道事業ほか２本、合計で３本あります。限度額の合計は５,４８０万円でありま

 す。起債の方法等の諸条件は、表に記載のとおりでございます。

 　一時借入金。

 　第６条、一時借入金の限度額は、５,０００万円と定める。

 　予定支出の各項の経費の金額の流用。

　第７条、予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定

 める。

 　（１）簡易水道事業費用のうち、営業費用、営業外費用及び特別損失間の流用。

　（２）資本的支出のうち、建設改良費、企業債元金償還金及び固定資産購入費間の流

 用。

 　議会の議決を経なければ流用することのできない経費。

　第８条、次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用

し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければな

 らない。

 　（１）職員給与費１,００２万８,０００円。

 　他会計からの補助金。

　第９条、簡易水道事業運営のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、７,６

 ７８万円である。

 　事項別明細書で補足説明しますので、１６ページを御覧いただきたいと思います。

 　第３条予算の簡易水道事業費用となります。

 　１６ページでございます。

　１款簡易水道事業費用１項営業費用１目原水及び浄水費、水道施設維持管理費などで

２,６９０万９,０００円でございます。 

　２目配水及び給水費、漏水復旧作業費や水道メーター取替え１３２か所などで１,４０

 １万１,０００円です。

　３目総係費、人件費などで１,５３９万７,０００円。 

 　４目減価償却費７,４５１万２,０００円。

 　２項営業外費用３５９万１,０００円。起債償還や消費税等でございます。

 　３項予備費１００万円。

 　続いて、収入です。１５ページ。

　１款簡易水道事業収益１項営業収益１目給水収益３,７４２万９,０００円。こちらも基

 本料金の減免が６か月分あります。

　２項営業外収益１目他会計補助金は、先ほど言った水道料金の減免に関する補塡が１,

 ０６１万２,０００円ございます。

　３目雑収益、他会計料金事務負担金８７万７,０００円は、共通する事務費を下水会
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 計、営農用水、専用水道の各費用で負担するものとなります。

 　続いて、４条予算分、１８ページ、下段を説明します。

　１款資本的支出１項１目建設改良費、配水管整備５,２８６万６,０００円。町道川向栄

町線の配水管布設替１３７メートルでございます。消火栓更新１８７万円、こちら町道栄

 町３号通りの更新であり、資料ナンバー５９を後ほど御覧ください。

　２項１目企業債元金償還金４,９５８万５,０００円。 

　３項固定資産購入費１目有形固定資産購入費３７７万５,０００円。水道メーターの購

 入分等となります。

 　４項予備費１００万円。

 　続いて、上段の表、収入です。

　１款資本的収入１項企業債１目建設改良企業債５,２８０万円。こちら配水管布設替工

事の分であります。第５条に記載のとおり、簡易水道事業債が２,６４０万円、過疎対策

 事業債２,６４０万円の合計となります。

　３項１目その他資本的収入、消火栓整備等補償費１８７万円、こちら栄町３号通りの更

 新分であります。

　３ページから１４ページまでは、予算に関する附属資料となりますので、後ほど御覧い

 ただきたいと思います。

 　以上で議案第２６号の説明を終わりまして、続いて、議案第２７号の説明に移ります。

 　別冊の予算書となります。１ページをお開きください。

 　簡易水道事業会計との共通の事項は、簡略に説明させていただきます。

 　議案第２７号令和８年度陸別町公共下水道事業会計予算。

 　第１条、令和８年度陸別町公共下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

 　業務の予定量。

 　第２条、業務の予定量は、次のとおりとする。

 　（１）接続人口、１,４６６人。昨年は１,５２１人です。

　（２）年間処理水量、１７万４,３１０立方メートル。昨年度は１７万９,９５０立方

 メートルです。

 　（３）一日平均処理量４７５立方メートル。昨年が４９０立方メートルとなります。

　（４）主要な建設改良事業、新町第１マンホールポンプ外電気設備更新工事４,２００

 万円。

 　収益的収入及び支出。

 　第３条、収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

　なお、営業費用中総係費のうち委託料２６３万１,０００円、負担金２５５万４,０００

 円の財源に充てるため、企業債４００万円を借り入れる。

 　収入。

　第１款下水道事業収益第１項営業収益２,３６６万２,０００円、第２項営業外収益１億
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１,６０５万５,０００円。第１款収入合計１億３,９７１万７,０００円。 

 　支出であります。

　第１款下水道事業費用第１項営業費用１億３,２７７万７,０００円、第２項営業外費用

３２０万１,０００円、第３項予備費５０万円。第１款支出合計１億３,６４７万８,００

０円。 

 　資本的収入及び支出。

 　第４条、資本的収入及び支出の予定額は、次のとおり定める。

　資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１,４３２万４,０００円は、企業債４０

０万円、過年度損益勘定留保資金１,０３２万４,０００円で補てんするものとする。 

 　収入であります。

　第１款資本的収入第１項企業債２,１００万円、第２項他会計補助金３,６２５万４,０

００円、第３項国庫補助金２,１００万円、第４項負担金等１０万円。第１款収入合計７,

 ８３５万４,０００円。

 　支出であります。

　第１款資本的支出第１項建設改良費４,４２５万円、第２項企業債元金償還金４,７８３

万１,０００円、第３項固定資産購入費９万７,０００円、第４項予備費５０万円。第１款

 支出合計９,２６７万８,０００円。

 　２ページの企業債であります。

　第５条、起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおり定め

 る。

　下水道事業債ほか２本、合計３本で、限度額は合計で２,５００万円であります。起債

 の方法等の諸条件は、表に記載のとおりであります。

 　一時借入金。

 　第６条、一時借入金の限度額は、５,０００万円と定める。

 　予定支出の各項の経費の金額の流用。

　第７条、予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定

 める。

 　（１）下水道事業費用のうち、営業費用、営業外費用及び特別損失間の流用。

　（２）資本的支出のうち、建設改良費、企業債元金償還金及び固定資産購入費間の流

 用。

 　議会の議決を経なければ流用することのできない経費。

　第８条、次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用

し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければな

 らない。

 　（１）職員給与費６０８万４,０００円。

 　他会計からの補助金。
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　第９条、下水道事業運営のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は９,１７５

 万５,０００円である。

 　事項別明細書で補足説明をいたします。

 　１６ページ、支出をお願いします。

 　第３条予算、下水道事業費用を御覧ください。

　１款下水道事業費用１項営業費用１目管渠費は、公共汚水桝の修繕費用などでございま

す。 

　２目処理場費４,６５９万７,０００円は、浄化センターの維持管理費用などでありま

 す。

 　３目業務費８万円。

 　４目総係費、こちらは人件費等で１,１９１万３,０００円であります。

 　５目減価償却費７,１６７万８,０００円。

 　２項営業外費用３２０万１,０００円、起債償還や消費税などであります。

 　３項予備費５０万円。

 　続いて、収入です。

　１５ページ、１款下水道事業収益１項営業収益１目下水道使用料２,３６０万円。 

　２項営業外収益、他会計補助金５,５５０万１,０００円、財政対策分で９５４万１,０

 ００円であります。営業外収益の合計額が１億１,６０５万５,０００円となります。

 　続いて、４条予算分になります。１８ページの下段でございます。

　１款資本的支出１項１目建設改良費、委託料として積算資料の調査業務６０万円があり

ます。工事請負費として、公共汚水枡新設１６５万円、３か所分です。新町第１マンホー

 ルポンプほか電気設備更新工事４,２００万円。

 　３項固定資産購入費１目有形固定資産購入費は、下水道メーターであります。

 　続いて、上段の表、収入でございます。

　１款資本的収入１項企業債１目建設改良企業債２,１００万円。第５条に記載のとお

 り、下水道事業債１,０５０万円と過疎対策事業債１,０５０万円の合計となります。

　３項１目国庫補助金２,１００万円、マンホールポンプ電気工事分で、こちらは補助率

 ２分の１でございます。

　４項負担金等１目受益者分担金１０万円は、令和６年度の設置分が２件、令和７年度設

 置分が２件であります。

　３ページから１４ページまでは予算に関する附属資料となりますので、後ほど御覧いた

 だきたいと思います。

 　以上で、議案第２１号から第２７号までの説明を終わりたいと思います。

　以後、御質問によりお答えしてまいりますので、御審議のほどよろしくお願いいたしま

 す。

○議長（久保広幸君）　今村副町長におかれましては、長時間にわたる説明、大変お疲れ
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 さまでした。

──────────────────────────────────── 

◎散会宣告 

──────────────────────────────────── 

 ○議長（久保広幸君）　以上で、本日の日程は全て終了いたしました。

 　本日は、これにて散会します。

散会　午後　１時３４分　　 
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